
鳥取県におけるハラスメント対策①
介護サービスに従事される方の安全を確保し、安心して働き続けることができる体
制づくりを支援するため、⿃取県では本年度「⿃取県介護職員等⻑期定着支援事業
補助⾦」を創設しました。令和８年度も実施予定ですので、是非、事業の活⽤をご
検討ください。（※交付申請等の詳細は別途お知らせします。）

介護職員等安全確保対策推進事業

訪問介護員等が訪問サービスを提供する際に、利⽤者やその家族等からの暴⼒⾏
為等で複数名での訪問が必要なケースで、利⽤者及び家族等の同意が得られず、介
護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合の経費を支援します。
＜対象事業所＞訪問介護事業所、居宅介護事業所（障害者総合支援法指定事業所）
＜補助率＞10/10 ＜補助上限額＞訪問回数×1,500円

複数名訪問介護等支援事業

職員の安全確保に必要な機器等の整備費⽤を支援します。
＜対象事業所＞
・介護保険法上の指定を受けた県内の介護事業所（※訪問看護ステーションを除く）
・障害者総合支援法上の指定を受けた障害福祉サービス事業所

＜補助率＞1/2 ＜補助上限額＞50千円
＜購⼊機器の例＞
・警備会社によるセキュリティシステムを導⼊するために必要な機器
・防犯ボタン付き携帯電話、位置検索機能、緊急呼び出し機能付き防犯ブザー等



鳥取県におけるハラスメント対策②
多くの方にハラスメント問題について知っていただくため、⿃取県ではカスタマー
ハラスメント啓発チラシを作成しました。事業所・施設で配架する等ご自由に活⽤
いただき、介護職員が安心して働き続けられる職場環境づくりにお役⽴てください。
なお、データについてはホームページからダウンロード可能です。

■とりネット（鳥取県長寿社会課） https://www.pref.tottori.lg.jp/324971.htm
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